
（条約第六条の実施に関する交換公文）

内閣総理大臣から合衆国国務長官にあてた書簡

（定訳）

書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリ

カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に言及し、次のことが同条約第

六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有

します。

合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備におけ

る重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動（前記の条約第五

条の規定に基づいて行なわれるものを除く。）のための基地としての日本

国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。

本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあること

を貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を

表します。

千九百六十年一月十九日にワシントンで

岸 信 介

アメリカ合衆国国務長官

クリスチャン・Ａ・ハーター 閣下



合衆国国務長官から内閣総理大臣にあてた書簡

（定訳）

書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受

領したことを確認する光栄を有します。

書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメ

リカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に言及し、次のことが同条

約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光

栄を有します。

合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備にお

ける重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動（前記の条約

第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。）のための基地として

の日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題

とする。

本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあるこ

とを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意

を表します。

本長官は、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを本国政

府に代わつて確認する光栄を有します。

本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を

表します。

千九百六十年一月十九日

アメリカ合衆国国務長官

クリスチャン・Ａ・ハーター

日本国総理大臣 岸 信 介 閣下


